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る
条
約
寸
へ
河
ご
れ
主
改
正
L
A－－〈
1
補
足
1
6

る
事
弘
同
間
内
沼
た
の
結
何
回
と
し
て
有
じ
て
5
パ
又

は
有
1
Z
？
と
が
あ
る
桂
川
一
川
及
e

義
務
ff
尋
問
す
る
も
の
と
同
併
し
え
は
i
h
む
し

ユ
ヲ
れ
か
一
む
の
来
約
問
が
1
九一
H
A
十
八
午
f

ヘ
司
卜
出
に
一
一
ー
一
1
1
1
1
ク
で
作
成
さ
れ
た
休
日

L
た
が
っ
て
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
通
商
杭
海
条
約
は
一
一
ー
一
1
2
7
1
h／
条
約
が

句
、
締
結
戸
一
れ
て
い
る
の
さ
、
巾
裁
判
河
内

不
認
吻
山
城
／
わ
い
は
い
原
則
均
に
混
商
航
海
条
約
一
立
条
い
よ
ゐ
は
「
と
あ
る
が
、

同
条
約
議
定
舎
内
定
め
に
よ
れ
、
例
川
内
部
に
一
「
｝

l
ヨ
1

’dp
九
本
人
心
に
よ
る
こ
ど
M
m
t
》
苛
二
伝
め
と
あ
る
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け

h
f
〉
仁
、
）
」

［

4
1
6
z
J
l
 
ハ
ン
ガ
り
こ
の
不
当
窃
航
海
条
約
と

F
J
一ブ
J

ド
ノ
の
通
甜
品
海
丸
刈
約
三
は
い
ず
れ
も
一
て
ヨ
ャ
ク
長
幻
一
が
発

効
1

｝人

Y
Mに
締
結
辺
一
」
れ
た
も
の
で
あ
る
が

ハ
ン
ガ
り
こ
の
通
高
航
海
条
約
は
原
則
に
従
い

一

f
？
ク
条
約
の
規
定
に
九
晴
元
寸

る
も
の
の
、
ポ

1

7
〆
ド
と
の
忠
商
杭
砕
条
約

U
M
m
j的
に
ニ

l
コ
1
ク
条
約
に
よ
る
こ
と
い
か
で
き
y
叱

、
、
主
〉
、

L
3
1
L
4
a刀
C
一

両
極
商
品
山
市
条
約
ど
も
い
、
仲
裁
斗
訴
の
承
認
‘
執
行
を
原
則
し
イ
し
、
川
－
制
作
茂
市
会
f
h

利
益
と
づ
る
当
事
者
が
、

不
認
お
よ
び
坑
J
仁
会
一
件
め
ら
れ
た
桁
約
凶
の
也
限
の
あ
る
問
時
ド
対
し
列
挙
さ
九
九
J

不
認
針
i

人
U

事
出
を
日
討
す
ゐ

時
ム
ハ
ド
以
り
沖
政
判
河
閣
の
不
可
部
マ
げ
刈
ア
イ
引
を
拒
汗
す
る
こ
と
が
さ
き
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
絶
吋
約
百
」
ポ
一
事
由
お
よ
び
裁
量
的
和
汗

頃
刀
パ
A
一
ユ
叶
引
三
月
J
L
Jに
あ
る

一

i

l

l

l

A

t

山
十
由
の
快
い
ず
「
は

三

ム

ヨ

l
ク糸工一け山

τ友
本
羽
お
よ
び

2 

二
コ

i
J
1
7条
約
が
発
幼
す
る
市
に
一
匡
向
条
約
を
締
結
し
て
i
v

だ
湯
舟

条
約二
(fl ' 

軒 1
fj i ヨ
に i
よク
る示条

“ん
が：J

MIJ i/ 
I：発

見効
ーす

ふる

う苅

国
間
条
り
を
締
結
し
て
い
と
場
合
に
は
、

同
開
条
約
の
規
定
に
J
る
か
と
う
か
は
そ
の

三
ヨ
ァ
条
約
仁
条
一
民
前
段
辻
、
明
主
で
、
こ
の
条
約
の
視
定
は
他
山
条
約
の
効

り
に
影
響
を
投
句
さ
な
い

ζ

い
λ

の
で
あ
る

v
h
、

一
ナ
ー
ヨ
j

h

ノ
条
約
が
一
国
民
条
約
の
締
約
凶
何
で
効
力
を
昨
と
て
い
る
に
も
か

)H叶仲x剖IJC!i＂内市立 Eとx交付

同
出
来
日
刊
の
過
日
に
つ
に
L

特
に
問
題
と
し
て
い
な
U

の
ご
あ
れ
ゴ
、

か
わ
ら
ず

司
絞
め
国
誌
で

二
岡
田
内
条
約
の
迎
片
に
つ
い
て

は
父
れ
と
同
は
悼
と
制
刑
さ
れ
る
に
こ
れ
に
け

L
て
、
先
述
す
る
上
う
に
、

戸
ト
韮
ん
）
也
出
航
海
条
約
は
－

ュ
i
J
l
ク
粂
約
M
J
発
対
ヲ
ヲ
三
川
に

締
結
き
れ
た
が
、
す
で
に
年
間
間
条
約
を
仇
問
先
す
る
拐
｛
か
を

U
い
Z
い
p
u

rrぃ
本
は
、
過
υ

ね
な
将
治
寸
対
日
ザ
骨
右
吋
ヲ
フ
叫
ア
ジ
ア
諮
問
と
本
同
と
の
同
て
は
1
1
く
か
ら
高
一
日
間
航
海
条
約
を
締
結
し
て
お
り
、

R
C
ら
に
じ

本
が

一コ

l
ヨ
l
hソ
条
約
い
早
期
に
加
人

L
発
効
し
て
い
る
の
と
比
、
て

同
条
約
M
r
h
れ
ら
の
凶
J

々
に
つ
い
て
党
効
J
9
る
心
は
比
較

こ
れ

ιの
自
の
多
く
ど
は
ご
ゴ

1
ヨ
l
ク
条
約
が
売
効
す
る
訓
に
一
定
医
航
海
久
沖
約
を
締
叶
刊
し
て
い
ミ

（表
i
歩／

h
d
t

こ
つ
で

向
μ
b
i－－刀
J

b

J

G

L

0 

' ·~ 
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表

外刈仲裁判断のホ認および執行に潤する条約と発効川朔

九 九 九 九 九 九 九
A ー七 七 ー七 ／、百： 有：
七 干王 〆、、, ｝し }¥. 

年 年 年 年 年 午 年

ト＇4 1L 九
ム ム／、／、

月 月 月 月 月 月 月

九 七)L A r、、ノ
口 口 日 口 口 口 口

中 述 韓 うIC l:J 
効)J E副 f口、 国 国 本 二L

ヱ ·~ 
"'.J 函 てコ てコ 国＇） 生 ") 

L、，， u、b、L、
-c つ -----c ク

効力
u、

効力 効力 効力
’、デ示

( f乍
発

効)J 
戸7℃毛E 〆，，之ニ ·~ 成

生 生 生 生
~ 

定
に
よ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
条
約
の
解
釈
に
よ
る
と
い
う
扱
い
に
な
る

η

へ
l

一
円
未
友
好
通
商
航
海
条
約

日
米
友
好
通
商
航
海
条
約
は
一
九
五
一
一
今
年
に
発
効
し
た
が

た

（表
i
参出白

し
た
が
っ
て

仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
に
は

好
通
商
航
海
条
約
四
条
二
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
，

H邑

l

lJ

’川’ぜ
J

一昂ム号
山
引
ザ
．
j

｜

7

l
？

7

：
 

↑お
‘一

’

m）

タ
イ
や
イ
ン
ド
と
の
聞
の
条
約
の
よ

’EA
 

’EA
 

ワ』’EA
 

つ釘A
せ民口。。

う
J

4
サ

て
発
効
し
た
の
は

一
九
八
七
年
に
な
っ

て
か
ら
で
あ

っ
九
九
の
で
‘

ω
ワ
』6
 

学大
円け
λ

F
h
vl
 

仲
裁
判
断
の
承
訟

・
執
行
に
関
す
る
規
疋
が
含
ま
れ
て

い
な
い
も
の
も
あ
る
。

中
国
の
場
合
に
は

円
中
貿
易
協
定
が
締
結
さ
れ
た
の
は

九
七
同
年
で
あ
っ
・
た
が

戸

一

F
2
1
ヨ
1
ク
条
約
が
中
凶
に

つ
い

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
発
効
す
る
請
に
二
同
問
条
約
を
締
結
し

て
い
た
場
合
’
と
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に、

一
一円
間
条
約
の
規

一ユ

i
ヨ
ー
ク
条
約
が

H
米
聞
で
発
効
し
た
の
は

九
七

O
年
で
あ
っ

原
則
的
に

U
米
友
好
遇
制
航
海
条
約
が
適
用
さ
れ
る
τ

H
永
友

一
方
の
紛
約
圃
の
同
R
支
は
会
社
主
他
方
の
い
、
制
約
圃
の
同
R
又
は
会
社
主
の
問
に
紛
川
和
さ
れ
た
仲
裁
に
よ
る
紛
事
の
新
決
を
規
定
す
る
契
約
は
、

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
お
い
て
も
、
沖
裁
手
続
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
地
が
そ
の
領
域
外
に
あ
る
と
い
う
理
由
文
は
沖
裁
人
の
っ

ち
の
一
人
己
し
く
は
一
人
以
上
が
そ
の
締
約
国
の
国
籍
JTF
告
し
な
い
、
と
い
う
埋
出
だ
け
で
は
、
執
行
す
る
こ
、と
が
で
き
な
い
も
の
と
認
め
て
は
な

ら
な
い
》
そ
の
梨
約
に
従
ウ
て
正
当
仁
さ
れ
た
判
断
で
、
刊
刊
析
さ
れ
た
地
の
法
令
に
来
い
て
確
定
し
て
お
り
、
円
つ
、
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
は
、
公
の
秩
序
及
び
苔
九
の
風
俗
に
反
し
な
い
限
り
、
い
ず
れ
の
一
方
の
柿
約
国
の
管
轄
裁
判
所
に
従
起
さ
れ
る
執
行
判
決
を
求
め
る
訴
に

周
し
て
も
既
に
確
定
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
日
つ
、
そ
の
刊
断
に
つ
い
て
そ
の
裁
刊
所
か
ら
執
行
判
決
の
一
言
渡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き



る
そ
れ
言
技
力
あ
っ
と
場
合
に
は
、
号
わ
汁
析
に
片
L
て
は
、
そ
の
地
で
さ
れ
る
吋
訓
に
対
ず
し
て
与
え

ε川
付
帯
及
び
川
刊
行
の
手
段
と
同
様
の
持

惇
及
び
執
行
灯
子
九
え
そ
片
J
入
る
も
の
と
す
O
h

勺
メ
リ
カ
ム
い
男
、
茸
の
担
問
域
れ
で
与
札

Lr一
判
阿
止
、

F
メ
リ
カ
ム
ロ
烹
4
の
い
ず
れ
の
川
の
い
ゲ
れ
の

設
刊
所
に
お
い
て
も
、

H
U
の
同
引
で
さ
れ
白
河
町
ム
J
V

一
世
け
る
本
認
L
一
司
禄
の
限
定
4
お
い
て
の
づ
川
、
本
認
が
J
X
け
る
こ
と
か
で
も
3
る
も
の
と
す

~. 

'"' 

以

f
tま
と
め
れ
法

仁
木
友
好
通
商
杭
海
条
約
じ
お
け
る
承
認
e

執
行
安
作
は

内
出
川
約
川
出
の
凶
民
ま
た
は
ん
2
1
刊
と
の
同
心
悼
法

一、J
、J
、

y
d
 

執
行
司
る
こ
と
が
で
内
乙
こ
い
二

ヨ
ヘ
ム
の
秩
ν
い
い
お
よ
び
者
良
の
風
俗
に
反
し
な
い
ャ
｝
J
一
レ
宇
レ
え
と

乃
契
約

jhdp
勺
て
止
当
に
さ
九
た
吋
新
で
あ
る
こ
と
乏
河
叫
刑
さ
れ
た
地
内
法
令
に
基
づ
い
て
博
疋
し
て
お
り

ヮ
人
ん
ソ

p

」
〉
宇
－

2
f
l
L
し

こ
れ
ら
の
型
作
は
ニ
コ

1
ヨ
l
ク
条
約
の
要
件
と
ど
う
比
一
転
で
き
る
ぞ
っ
つ
か
ャ

↓
：
！
ヨ

1
7条
約
以
内
条
で
、
承
一
社
執
行
の
た
め
の
要
件
と
し
て
、
承
認
執
れ
を
半
し
立
Jt

る
山
当
事
者
が
川
仲
裁
判
附
山
間
以

る
コ
続
く
五
条
は
、
本
認
執
行
山
口
札
口
vhF
安
作
手
定
め
る
も
の
で
あ
る
ー

本
ま
た
は
謄
本
と
川
仲
裁
き
意
の
慌
本
ま
と
は
謄
本

r
m
w出

y
る
こ
と
と
必
ず
、
な
均
今
に
は
一
一
れ
ら
の
翻
訳
を
提
出
す
る
一
と
を
本
め

ま

一一一

J

ヨ
ャ
ク
条
引

J

凶
た
一
項
は

つ
ぎ
の
一
で
つ
な
当
事
γ

合
甲
子
一
的
既
定
歩
一
お
く
ご

)H叶仲x剖IJC!i＂内市立 Eとx交付

j

刊
附
り
承
認
及
ブ
執
行
は
判
M
m
h
J

不
一
刊
誌
に
ば
升
川
き
れ
る
当
事
主
的
詰
ャ
J

に
よ
じ
、
手
認
及
び
執
行
が
主
的
わ
れ
た

E
U
控
聞
の
あ
ま
中
旬

鳴
に
社
司
王
、
川
J
J
W
「
事
茸
が
J
Aぺ
の
詩
拠
1
J
U
慌出
4
q
る
場
ム
r
L
現
l
、
拒
f
J
λ

ー
の
こ
と
が
亡
き
る
け

。。、

JTZれ
b
岨
怖
い
る
合
意
り
4
1
事
司
が
、
ぞ
の
4
1
中
主
つ
｛
仁
叫
用
さ
れ
る
法
令
じ
よ
J
何
抗
力
肴
で
ゐ
ぺ
行
こ
と
文
は
前
記
の
ム
f
g
か
、
当

事
M4urwL
の
半
払
込
E
L
t吊
手
し
と
法
ム
一
に
j
け
若
L
t
山
よ
そ
の
指
け
が
な
か
う
た
と
d
d

は
れ
附
子
さ
れ
ナ
入
国
の
渋
ム
戸
、
j
け
庄
村
効

r

fb
い
が
ア
己
、

北
川
判
広
が
小
利
需
に
長
附
さ
れ
る
当
事
討
が
、
仲
裁
人
の
事
疋
む
し
く
は
仲
裁
手
洗

ιつ
い
て
容
J
A
3

泊
告
全
受
山
j
h
t
r

一j
h
～
？
と
文
は

そ
の
一
叫
円
四
L

叶
し
ょ
防
相
J

す
る
こ
と
が
不
可
誌
で
あ
ン
に
戸
〕

71
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c

判
断
、
方
、
沖
裁
は
ゴ
仙
の
長
尻
ι
ド
定
苧
い
円
ず
れ
て
し
J

な
い
紛
争

t
し
く
は
そ
の
条
攻
の
椅
阿
川
ド
な
い
粉

J々

い
民
ォ
る
も
一
u
r
J
」
？
？
」
又

は
仲
裁
判
託
行
幹
回
を
一
」
え
る
宇
羽
に
持
す
る
判
定
b
A
4
」わて｝
L
P
C

。
介
入
、
、
九
仲
裁
b
u
u
託
Y
J

札
人
予
事
ぃ
一
仁
相
川
寸
V
A
O
判
記
が
付
託
さ
れ
な

う
コ
ア
」
ポ
瓦
；
悶
寸
る
判
定
か
、
人
竹
峰
jq
る
こ
と
か
で
う
る
貼
合
4
は
、
沖
裁
に
付
託
、
ι
れ
わ
な
事
項
に
制
す
る
刊
主
人
士
会
む
同
医
の
部
分

ー
も
本
－
一
川
L
、
か
っ
、
執

T
4
る
こ
と
が
こ
さ
る
も
の
と
F
る
し

ーυ
沖
故
機
関
の
』
刑
此
い
人
は
沖
裁
手
続
い
ん
、
当
事
者
の
台
以
店
、
従
）
一
い
と
か
う
た
ニ
と
又
は
、
て
の
ふ
m

な
台
必
が
な
か
ハ
だ
に
き
は
、

中
裁
が
汀
な
わ
れ
と
民
心
法
、
土
従
つ
と
い
』
O
L

か
り
ん
勺
と
ロ

判
所
か
、
ま
と
当
事
当
会
批
主
す
る

4
の
と
な
る
に
軍

t
い
な
い
こ
レ
一
一
え
は
、

2
の
判
一
位
刀
さ
れ
た
判
司
、

7
、
は
き
の
河
町
の
ま
Ht

t
な
っ
セ
法
人
γi
の
高
づ
る
阿
山
梓
阪
の
あ
る
依
悶
：
よ
灯
、
出
刑
り
出
き
れ
た
か
似
し
く
は
停
片
4
4

れ
れ
～
こ
と
ご

け
は
求
友
好
通
尚
航
海
条
約
の
仲
設
判
vmが
川
一
仲
い
片
山
吹
約
円
批
っ
て
止
当
L

ぷ
れ
た
判
悩
ご
あ
又
司
戸
｝
ど
お
よ
び
小
判
断
さ
れ
た
地
の
よ
仏

〈
引
に
基
い
一
丸
時
定
し
て
お
り
、
か
っ
、
執
行
す
る
こ
と
が
v

で
さ
る
こ
と
L
rぶ
う
承
認
・
執
行
要
件
は
、

以
ト
の
一

l
i
ヨ
i
ク
条
約

J

頃

ω
ー
か
ら
引
の
↓
本
一
必
拒
ポ
円
要
件
よ
り
も
綾
ぞ
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、

門
事
一
件
は
一
町
括
的
む
め
り
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
円
払
的

J土

一
ご
ヨ
ク
集
約
の
ぷ
認
執
わ
ル
ナ
わ
し
安
件
の
ド
J
1
れ
か
に
該
当
守
る
で
つ
じ
J
U
弓
わ
れ
】
匂

j常

小
）
仙
押
刊
品
目
史
的
ザ
い
、
似
つ
、
汁
引
一
に
さ
れ
と
判
断
で
あ
る
と
い
う
と
め
い
は
、

川
仲
裁
合
意
の
り
当
事
予
の
詑
万
十
仲
裁
合
止
の

準
拠
法
ト
の
有
効
性
、
川
仲
裁
核
開
の
構
成
‘
仲
品
一
丁
慌
が
、

p
y
一
事
症
の
ム
ロ

u
B
μ

仇

υ
て
い
な
か
コ
と
こ
と
ま
た
は
、
そ
の
戸
で
つ
な
ム
ロ

支
が
な
か
っ
ぐ
と
さ
は

也
T

裁
が
行
な
わ
れ
た
間
の
法
令
に
従
つ

C
い
な
か
っ
た
歩
一
し
が
必
要
と
与
え
ら
れ

社

取

に

工
v
M
汁
利
さ
れ
た
池
内
法
令
に
基
い

C
心
地
定

L
：
uhリ

執
行
す
れ
で
と
M
T
で
き
る
こ
と
と
い
行
要
件
は

寸

ぜ〉

三

l
ク
条
約
九
上
記
川
内

「
川
析
が

ま
ど
当
事
新
を
松
市
恥
ず
る
も
の
と
な
る
じ
引
コ
て
い
な
い
こ
と
又
は

そ
の
川
慨
が
与
れ
れ
国

若
し
く
は
ふ
の
判
析
の
よ
中
健
と
な
っ
止
法
令
の
属
す
る
国
内
権
以
の
あ
る
携
帯
じ
よ
り
、
取
り
出
さ
れ
ど
か
若
し
く
は
惇

H
さ
れ
ん
こ

一
一
」
と
い
）
要
件
と
し
て
ど
、
体
化
さ
れ
う
る
z
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け

h
f
〉

仁

〉

1

f
d
l
o
z
J
l
 
日
K
K好
通
商
条
約
に
し
た
が
ッ
て
示
認
。
執
行
を
点
的

封
、
体
的
に
は
結
局
二
：
ヨ
ク
条
河

U) 

川
お
】
久
ぴ
川
門
戸
水
町
民
ザ
否
付
与

J

に
寸
前
三
す
る
事
？
早
え
同
ら
立
一
一
一
ι

一
な
け
礼
ば
な
ら
な
い
と
寸
れ
ば
、

川
氏
反
好
通
団
長
約
ιーの

沖
玖
刊
析
の
本
山
山
・
執
打
要
汗
が
一
コ

l
「「

4
1
7条
れ
よ
り
殺
や
か
と
は
必
ず
し
ム
い
ズ
主
い
の
で
は
な
い
か

L

つ》
d
H
1
1句

一ェ

1
1
1
7
条
約
寸
長
一
羽
は

〉

Y
パ
一
の
よ
、
つ
な
戦
権
仁
主
義
拘
な
h
J
否
要
件
を
疋
め
と
い
る
。

Z

仲
裁
判
阿
の
不
認
及
び
胡
れ
は
、
で
出
及
川
、
ノ
執
行
が
よ
小
約
ら
れ
た
民
的
携
限
の
あ
Z
時
同
が
い
次
の
ャ
子
宮
副
帆
乙
J

み
ん
は
に
お
い
て
弘
、
拒
否

イヲ

A
Y
」
！
と
が
で
き
る

u
 

紛
争
の
対
象
で
あ
る
事
喧
が
そ
の
回
引
法
令
に
よ
り
仲
裁
に
よ
る
前
は
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
一

F
Z

判
阿
の
乎
認
及
川
υ封
ハ
じ
が
を
の
困
川
公
的
秩
序
足
す
ノ
ペ
一
一

E
C

い
米
友
好
通
院
条
約
し
の
仲
裁
判
断
的
承
認
・
執
h
u
事
件

山
内
秩
片
お
よ
ヂ
蓄
広
の
罰
則
浴
！
日
比
し
な
い
干
と
は
、

コ

ヨ

ヶ
hLr
－れ
r
争
以
川
の
承
認
・
執
行
村
両
曲
安
件
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
一
じ
あ
る
一

J

し
か
も
、

け
条
二
明
日
の
紛
争
の
け
象
で
あ
ふ

川で
h
uア
ノ
♂
心
同
の
法
令
に
ナ
リ
仲
裁
に
よ
る
前
決
が
不
吋
花
な
も
の
で
あ

ω場
合
一
い
は
、

H
Jイ
友
好
通
説
条
門
町
内
窃
の
公
の
秩
序
お
よ

ぴ
苦
良
の
風
俗
に
皮
し
な
ド
と
い
う
京
忍
執
行
安
件
Jγ
充
足
し
λF2かい
ζ

針
山
「
る
こ
と
も
E
き
る

ま

ニュ
7

可
v

h

ノ
条
約
五
条

)H叶仲x剖IJC!i＂内市立 Eとx交付

市
（
川
の

7
続
保
障
が
欠
け
て
ー
や
場
人
け
に
も
、

の
ハ
何
日
の
殺
り
寸
お
よ
び
否
只
の
風
般
に
反
ー
ご
ば
い
一
i

一
！
こ
て
い
う
要
件
が
問
題
；
一
さ
れ
ゐ

ゐ

〉

〆

し

さ

ミ

虫記、

1
1
tノ
L

い
求
念
仏
引
の
刀
が
二
工
ヨ
ク
長
約
に
お
け
る
手
認
e

執〆
J
u
m
条
件
よ
り
絞
や
か
だ
と
い
え
る
の
は

次
の
点
で
あ
る
。
第
一
に

一J
I

L

－
－
ク
条
約
一
条
一
泊
は
‘
「
他
力
締
約
出
の
短
域
ド
お
い
て
さ
れ
れ
判
新
の
ゑ
認
お
よ
び
執
行
に
つ
い
て
の
み
こ
の
々
木
約
を

選
用
1
q
る
己
け
を
沼
山
i

豆
、
工
式
内
原
則
ド
ド
丞
ワ
き
｛
且
一
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
と
脱
走
し
て
い
お

υ
、
じ
本
と
北
川
田
は
こ
の
山
田
百
を

L
C
い

仲
裁
契
約
は

仲ド此

T
続
の
と
め
に
指
定
さ
れ
た
地
が

f

る

1
J
r
し、

i
に
引
制
1J
だ
け
未
友
好
地
市
杭
向
条
約
四
来

JJ'! 
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の
沼
山
内
外
に
あ
れ
を
ノ
ぃ
、
ぺ
山
行
ム
出
吟

O

P

E

－－
H

人
け
で
は
、

執
行
す
る
こ
と
が
ご
き
～
な
い
も
の
と
必
め
て
は
な
九
な
い
ご
」

に
況
定
一
て
い
る

V

ら、

H
F六
品
ベ
バ
刊
の
方
が
ニ
7

ア
J

J

h

／
h
h炉
、
約
に
お
け
る
河
川
認
・
執
ノ
汀
の
条
作
ぶ
り
続
や
か
だ
と
い

λ
る

第
二
に

一一一一

J

ヨ

ク

条

ii] 

条
一
頃
は

’
中
川
山
川
併
の
ネ
認
の
た
め
に
は
仙
T

裁
合
意
が
誉
回
に
よ
心
土
と
を
求
の
ぐ
れ
る
が

i
米
友
好
通
商
抗
Jd来
約
直
条

頃
に
は
き
間
段
会
一
ぶ
め
る
お
定
は
な
い
ヲ

1也
!J 

一
同
制
の
友
好
返
商
航
海
条
約
の
性
買
上
、

ー
本
条
約
四
条
一
羽
が
対
象
ー
ド
ー
す
る
の
は
「
一
五
内
論
約
問
内
向
民
ソ
へ
は
会
社

と
他
小
店
内
也
柄
引
約
刷
出
の
国
民
又
は
ム
バ
什
と
の
同
」
の
仲
裁
契
山
円
で
あ
る
が
、

了
コ

1
2
1
ク
条
約
に
は
何
故
台
店
内
判
事
v白
い
つ
い
て
p
て

3

ト
l
h

）
£
川
リ

I九
ふ
l
m

ヘ歩、

ー

J
f
t
H！
h
f
L

L

Y

3

：、

r
k
i
i
ρ
ν
ト
4

J

4

卜

日
本
主
好
混
同
航
海
条
約
と
ご

J
1
ヨ
！
？
条
約
に
お
け
る
本
認
や
執
行
の
条
件
を
比
絞
し
た
場
へ
、

日や巾朱市内山一

の
朱
件
の
心

や
か
な
場
介
と
反
川
内
｝
つ
民
格
な
場
合
が
ー
あ
り
、

コ

ヨ

し
た
が
っ
て

と
ち
ら
と
も
い
去
な
い
場
ん
も
あ
心

ヶ
hLr
れ
は
外
u
h
仲
此
判
断
の
平
誌
・
執
わ
に
関
4
る
制
限
の
最
大
限
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
二
の
条
約
よ
り
段
格
な
承
官
執
行
条

件
守
口
ρ
一
め
た

（
回
出
向
条
約
じ
漆
ん
た

L
て
適
い
H

に
さ
れ
，
ハ
ケ
こ

γつ
則
」
店
内
三
一
ヨ
フ
条
約
か
ら
り
γ

ゾ
口
、
ィ
は
、

F

り
れ
か
ら
も
完

際
に
は
ご
苧
L

一
三
殺
肢
の
畑
道
吉
の
関
係
が
州
市
川
～
で
あ
る
で
つ
と
場
合
を
除
、
え
）
機
能
し
な
い
ノ
い
え
る

円
英
山
両
日
甜
航
海
丸
刈
約

｛占

じ
f

げ
へ
一
週
間
抗
海
長
約
は
、

ゾ

二
コ

l
n
l
ク
条
約
は

l
英
同
で
は
九
七
白
往
じ
を
乱
し
た
戸
支

1
4事
昭
二
r

九
六
一
一
ー
に
発
効

L

し
か
し
、

両
国
日
叫
ん
ン
ェ

u
k
t通
商
札
刈
条
約
は
仲
裁
刊
紙

η
承
認
’
執
行
に
つ
い
て
独

υ
力
規
定
を
お
が
ず
、

3λ
ふ
に
お
い
て

キ
l
ヴ
」
中
J

主
主
回
お
よ
び
ジ

L
4
1
内
ソ
条
約
を
「
修
正
し
苦
し
ノ
、
は
持
比
す
る
多
数
向
岡
山
協
定
の
税
d

屯
一
に
北
京
さ
れ
る
三
と
を
規
定

' ， ,,, 
0 

」
円
朱
約
の
い
カ
な
る
規
定
も
、

札
一
一
宇
九
月

m
H
に
こ
ェ

f
l
ヴ
で
署
名
さ
れ
た
沖
法
条
羽
に
剖
J
9
る
議
定
『
、

九

七
年
九
月
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二ハ

H
に
ン

τ
木
ヴ
で
署
名
さ
れ
た
叫
巴
沖
故
判
制
の
執
行
lv
問
す

ε条
約
文
は
こ
れ
F
の
条
約
手
修
正
し
衿
し
く
は
祐
川
止
す
る
予
一
以
民
間
心

協
芯
灯
問

y
が
対
締
約
茸
の
判
で
叫
ん
ぞ
有
す
る
浪
、
ヮ
、
二
子
り
の
規
定
仁
十
什
い
ず
れ
か
一
方
の
川
制
約
沼
が
他
方
の
い
制
約
一

3
に
対
、
／
て
旬
、
う
主

誌
を
免
れ
さ
り
る
も
の
と
堺
し
、
ほ
辺
、
立
い
ο

L
た
が
っ

c
両
国
の
締
約
問
川
内
私
人
間
の
総
予
か
い
つ
牛
仁
た
品
川
裁
判
岬
の
本
認
・
執
行
に
つ
い
と
は

一
本
ヨ
ハ
ノ
長
約
が
泊

用
さ
れ
る

ち

ロ
ト
中
…
ド
易
協
｛
た

川川帝川下一
i
J
入」ト
l
r
7＋

7
1
1
7
f
－

i
 

口
巾
貿
易
協
f

正
は
一
九
七
m門
主
ト
発
効
し
人
J

一が

ご

寸

1
ヨ
！
？
条
約
が
中
目
ケ
レ
一
、
発

W
Lた
の
は
一
九

ヘ
七
一
干
ど
あ
っ
と

ー
恭
／
問
、

日
巾
貿
易
協
疋
は
巳
？
丸
木
二
一
割
以
ト
い
仲
裁
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
視
f

疋
を
お
い
て
い
V

ヴ
必
ず

／ 

川
闘
争
を
協
議
；
ょ
う
て
停
氏
子
る
二
レ
一
が
で
さ
な
い
馬
台
；
は
、
主
事
者
は
、
仲
裁
長
頃
！
基
づ
去
、
仲
渋
い
付
す
る
ニ
と
が
で
お
る

政
条
組
立
、
契
約
の
双
刀
の
h
V
1
1

事
者
に
よ
け
、
現
約
ー
円
体
一
ん
は
h
m
J

約
1
一
開
決
？
と

dm桐
の
仏
判
定
ド
規
吾
ぐ
れ
る
c

一夜一的“し

E
は
、
中
「
弔
青
い
よ
る

V
い
出
「
の
仲
裁
持
続
出

dm
羽
を
」
あ
ら
ゆ
る
川
訟
な
ん
出
に
よ
り
て
装
泊

1
る
も
む
と
す
る
一

有
料
約
直
は
、
仲
訟
判
断
に
つ
い
て
、
そ
の
執
行
が
ぶ
め
ら
れ
る
湿
の
決
体
が
一
一
め
る
条
件

ι、
町
い
持
品
、
除
却
に
ょ
う
ご
、
干
れ
を
秋
ノ
U

4
7

る
義
政
を
負
、
つ
乞

:l 

)H叶仲x剖IJC!i＂内市立 Eとx交付

柏
裁
判
阿
の
手
認
・
執
「
し
に
つ
い
戸

J
U
、
八
条
刈
羽
M
d
｛
定
的
、
d

上
う
に
、
「
そ
の
伸
明
一
ー
が
止
め
ら
れ
る
国
的
佳
ね
じ
が
定
め
る
朱
件
い

げ
ん
い
、
胡
係
機
調
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
執
行
寸
る
義
務
を
問
、
っ
一
と
い
、
つ
り

二
ェ

4

7
条
約
？
中
国
に
つ
い
て
発
効
し
た
一
九
八

じ
午
以
珪
は

ブ
ぞ
の
執
し
が
1
4
め
ら
れ
る

H
内
法
体

川
条
約
は

i
中
内
田
に
つ
い
て
効
力
を
r
わ
し
て
い
る
か
ら

じ一↑一

1
寸一ィ

1

ク
条
約
が
ん
け
ま
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
し
と
な
る

日
中
貿
易

4

協
疋
に
お
い
て
一
向
田
が
あ
、
ズ
て
川
門
九
内
法
律
に
よ
る
と
い
う
意
叫
を
有

L

ご
い
な
い
泊
三
一
り
、
「
ず
の
執
行
が
求
め
ら
れ
る
い
判
の
法
津
」
に
ほ
か
来
約
壬
も
含
む
と
解
釈
オ
子
さ
で
あ
り
、

二
｛
！
っ
J

ク
長
約
も ｛白
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一
れ
に
含
ま
れ
る
と
解
す
へ
き
で

核
兵
地
利
V

成

じ
〕
｝

寸
円
は

？
間
的

と
の
誌
の
五
時
凍
結
防
に
到
の
冗
貸
契
約
に
悶

被
ι
h

UJA
の
株
よ
ム
ム
モ

年
八
月

沖
玖
機
関
に
上
F
J
’
中
川
山
川
析
を
受
け
丈
胤
半
口
r

中
国
の
企
業
）
う
、
七
山
リ
裁
判
断
に
基
つ
く
強
制
執
／
仁
勺
司
y
J
4
忘
れ
の
土
事
案
で
あ
p
d

手
一
円
判
吋
ム
式
日
、
記

項
の
蝿
｛
疋
は
、
「
そ
の
人
一
日
か
り
し
仁
、
帆
内
長
約
及
び
川
出
対
法
の
、
叫
掃
を
桁
一
げ

い一一ェ

i
j
i
ク
ノ
ヶ
み
約
七
条

る
も
の
「
は
な
い
と
の
趣
旨
じ

t
ど
ま
る
も
の
と
い
う
べ
存
で
あ
る
口
し
ど
が
つ
亡
、
右
規
定
は
、
↓
居
間
条
約
が
あ
る
場
合
に
は
、

一一

J
l
ヨ
ー
ク
条
約
と
右
二
何
回
条
約
し
と
の
苅
係
は
い
わ
1
1
一
一
附
法
と
持
見
誌
の
珂
係
に
あ
る
と
し
て
、

国
凶
条
約
三
河
川
を
妨
げ

な
い
こ
ト
y
J
T
規
定
し
た
も
の
1
Y

一
け
ぬ
る
ベ
ラ
も
の
ど
あ
る
」
ど
し
て
、

同
協
ー
た
へ
ん
常
川
門

日
巾
貿
易
協

F
K減
刑
し
て
い
る
マ
し
か
し
、

買
一
主
リ

i
i
L
t

〈

j

で
の
羽
h
M
m
ぷ
め
ら
れ
る
出
の
法
律
」
に
あ
る
日
本
山
一
法
律
が
右
め
る
条
件
」
と
は
－
一
ー
ヨ
ク
条
約
の
定
め
4

要
件
！
円
ほ
か
一
な
ら
な
い
と
し
了
＼
最
終
的
に
は
一
↓
L

1

1
日
i
ク
条
約
！
一
よ
る
べ
き
P
t
r

と
な
る
主
判
不

L

な
お
、
東
京
地
判
平
叫
ん
年
月
七
日
は
、
珂
由
な
し
に
一
一
コ

l
ヨ
I
7条
約
を
直
川
刑
し
て
い
る
が
、

原
山
が
同
条
約
に
よ
け
執

l
i
t
－
れ
「
「
、
L
P

ノ
亡
、
，
一
i

と
さ

1
c
、
Z
3
〉点、、

j
1
：
J
z
f
u
イ

J
J
i
，hv
し
」
／
b

f

川
条
約
七
九
人
一
頃
／
μ設
の
と
ニ
ヰ
宇
内
定
以

J
t
2
7一
～
可
山
花
作
も
戸
乏
で
う
な
ぺ

i
 

H
汁

U
戸やは、

原
古
川
刀
白
川
貿
易
協
定
お
よ
び
一
一
一
ー
ヨ
7

ク
条
勾
じ
茶
コ
え
一
執
行
判
決
を
1

ぷ
め
た
河
川
並
刊
υ
喰
目
午
「
号

沖
法
判

断
の
有
効
性
を
可
条
勾
に
一
小
っ
て
れ
断
ぜ
て
い
る

ー
へ
『
『
ャ
一
4
4
4
d
r
t
、

h
1
k
l
iメ
l
一

人
阪
地
決
平
成

一
市
一
月

一コ

1
ヲ

1
ク
条
約
し
い
じ
中
貿
易
協
疋
円
関
係
を

一コ

i
E
l
ク
条

は

約
七
条
一
明
日
か
「
ニ
ェ

i

’
ノ
条
約
ど
当
該
他
の
条
約
と
の
判
係
M
Y
い
わ
ば
般
決
と
特
別
法
灯
明
係
に
あ
る
も
の
と
し
仁
、
ム
つ
該

他
の
条
約
を
透
用
す
る
こ
と
を
規
f
疋
L
た
も
川
二
と
析
し
て

l
巾
貿
易
協
定
の
規
子

め
ら
九
る
凶
の
法
件
下
」
と
あ
る
じ
本
の

E

法
律
が
｛
疋
の
ゐ
条
件
一
と
は
伸
哉
誌
の
規
定
さ
あ
る
と
し
て
、
同
法
叫
五
条

4
 

4
 

ヒ
YJ
お
ト
ト
ぴ
一
ヘ
コ
ケ
か
む
九
YJ
の
不
認
仲
合
事
出
の

L
ず
取
も
認
め
る
こ
1

宇
は
じ
き
な
い
、
ー
と
1
－
て
中
自
の
仲
裁
機
肢
の
仲
裁
判
断
に
某

問
視
一
む
か
ら
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ご

J

！
？
ク
条
約
ご
は
な
く
仲
裁
法
の
規
定
を
迫
民
主
、
悼
決
判
断
を
木
認
す
る
結
論
は
止
当
化
さ
れ
る
宇
一
ノ
に
な
る

7
1

［↓一心、〉一

C
J
Tば
一
五
立
ヘ
月
一

H
決
押
一
一
八
号
、
平
成
一
f

パ
ヰ
一
月
日
日
行
a

二
三
な
お
、
仲
裁
判
断
の
効
力
に
悶
J
J
F
Q
4
P
凶
山
花
置
に
悶

L
L伸
故
法
附
則
八
一
条
品
次
り
ょ
、
バ
ぐ
主
め
る
ニ
「

tω
法
悼
の
施
行
F
H
に
伸
哉

1

析
が
あ
っ

ζ
F台
寺
お
い
て
は
、

v
l
訪
中
山
杭
汁
州
3
法
叶
所
へ
の
旧
三
官
一
言
一
、
当
該
中
故
判
断
の
効
力
、

T
i
設
中
裁
判
断
円
以
消
し
の
訴
え
及
び

当
該
仲
裁
刈
折
、
竹
中
ヴ
ノ
＼
民
事
封
わ
ノ
ド
ど
は
、
な
お
花
開
の
到
勺

F
L
」

二
、
一
仲
裁
法
四
什
ん
木
況
い
お
仁
、
J
一
三
貝
に
ツ
い
て
は
、
後
引
孝
一
日

一／一

f
M
法
九
人
久
木
町
は
、
戸
木
同
九
日
刊
川
町
L
h～
条
約
及
び
佐
立
さ
れ
だ
阿
際
J
M
制
況
は
、
こ
れ
を
誠
交
に
邑
守
す
る
亡
と
売
必
宮
ー
と
す
。
一
」

と
百
め

ω

一5

小
品
武
a

高
否
応
柄
拘
吋
日
九
九
ζ

論
パ
仲
裁
法
』

I

、
ハ
十
ト
、
同
示
、
耕
一
一
、
丙
林
吉
杭
包
一

cor－T
一
参
町
…

一
合
円
。
一
d
d
4
5
2
d
O向
子

L
f町長三十一。一五一
J

牛
同
1
0
2
4
2
2
r
o
h
旬
。
主
河
合

rr一ト
E
一シ

3
子
山
祁
一
一
六
立
七
月
一
一
外

H
長
約
一
い
に
勺
円

本
が
計
約
囚
と
な
り
て
い
時
わ
一
条
約
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
条
約
デ
ー
タ
検
宗
主
℃
＼

7
2とど
E
C
U
吉
一
℃
占
E
E
一＼
2
F
C、
q
z
n
5
E
E
M
削一石

巻
同
一
口
一
平
九
月
一
四
一
白
山
叩
辻
、
ニ
マ
ヨ
ク
長
約
の
J

取
引
の
締
約
国
は
一
口
一
午
ヘ
可
囚
口
μ
一
加
入
し
た
わ
γ

／
タ
ス
々
ン
む

あ
る
つ
現
在
の
締
結
ド
は
一
山
中
カ
宵
い
で
あ
乙
－
川
口
九
〆

H
F
5
5
F
L
M
3
5口
一
三
宮
ち
F
E
r
f
＼＼
5
5
2
5
2お
＼
宮
官
三
古
代
ヨ

コ
1
d一7
2
Z勺
Jxum
勺
h
H
4刀
河
〉
イ
糸

E
E
nぬ
コ
O
H
刊
刈
コ
ど
TJア
ぷ
）
f
句

HUWい

vAmFコ
拘
J
Z
J

二

ジ

ヱ

ネ

l
ヴ
条
約
ご
乃
一

i
企
九
月
一
六
H
1
1
J
f
l
ヴ
で
署
名
さ
れ
γ
ん
付
、
司
沖
及
川
刊
一
位
の
執
行
l
b

潤
す
。
朱
約
、
昭
和
七
一
一
十
人

可
八
同
条
約
一
号
、
と
円
悶
係
乙
は
二
月
訂
ク
条
約
が
託
先
1
6
5々
、
j
u
t
一
頃
一
が
、
ジ
？
司

r
芸
h

刊
の
続
初
悶
C
ふ
り
て

ニ
占
弓
？
ク
条
約
の
洲
市
約
出
一
む
な
い
囚
は
、
コ
一
一
九
円
呪
晶
、
、
b
l

、J
7

L

ル
マ
一
だ
け
で
あ
る
υ

円
。
ロ
〈
の
ロ
片
岡
、
尚
一
。
ロ
仕
の
何
M
2
5
5出

。｛司

oz－一mコ
ン
ど
↓
乙
〉
J
r
♂
」
可
p

－Y口合一日伶
JF14

一日戸川
φ

七7
2
4
J
r
t

］戸、日吋
v

凶
ぺ
h
d
F
ア一、知時プ二七＼＼？司屯汽一
m
y
F

戸一
PJ

町市川＼七
μ
司令刀＼吋《）ブ】／
J

令巧吋）市↓
d
T－
07
｝七対

立
ム
ヘ

vrおご
n
H
史、
M
F
O
F
ロ
悦
い
わ
ロ
沿
っ
｛
（
）
k
h

＼（A

｝＼に一）］
M

J

ま一一、

u木
ー
と
ミ
ぃ
ン
マ
！
と
の
四
川
｛
や
は
、
沖
試
判
断
り
手
1
：
執
行
に
明
L
q
p
Q

国

間
条
約
ば
親
告
の
と
三
ろ
存
在
し
な
い
の
て
、
品
川
別
院
の
折
恨
問
題
は
川
仁
な
い
に

一
ハ
ド
赴
呉
照
一
同
際
隊
41
沖
故
土
い
の
mm
究
二
ハ
九
一
只
一
信
！
社
、
一
つ
一
f
v
一
ヘ
〕
庁
）
は
二
阿
開
条
約
か
ら
の
ア
r
ロ
デ
を
と
る
点
、
多
く
の

見
解
が
一
一
円
つ
ユ
ク
弘
、
北
か
↓
の
ア
ブ
U

チ
を
一
弘
ポ
ず
G
と
い
う
｝
昔
前
時
間
「
現
代
科
際
私
出
講
義
f

一
四
戸
一
品
、

7
弘
律
丈

ι乱
打
、
／
〉

阪よ法学162 U'447i 08:1 'Z012. lll 



（
）
八
年
一
は
、
一
一
？
ナ
ゴ
ャ
ク
条
約
J
h
f

民
準
に
す
る
で
の
円
抗
日
併
が
右
り
で
あ
る
と
す
べ

一9

1
小
島
武
司
一
r
t
t
m
M
L
嗣
「
汗
解
仲
裁
決
b

一
軍
川
コ
貝
ぺ
小
体
秀
よ
〕
〔
古
林
害
、
耳
、
一
九
八
八
立
〉
日
士
一
斗
司
長
約
は
一
一
寸
↓

i
ヨ
j
i
l
l

ク
朱
約
ト
hq安
付
か
緩
い
場
合

l
J！
っ
有
力
士
有
し
な
い
と
し
つ
つ
、
十
＼
イ
ダ
設
の
一
国
間
丸
木
約
は
二
コ

1
寸

l
ク
条
約
よ
ワ
祇
ゃ
ー
刀
な
安
件
を

r
A
め
て
い
る
1
y

し
て
、
国
間
全
約
い
が
濠
走
す
る
と

1
1
松
涛
茸
「
川
小
国
仲
政
判
断
の
ぶ
認
と
執
行
の
問
題
」
『
町
ベ
義
信
ヤ
士
U

希
三

念
論
丈
長
［
九
怠
訴
訟
仏
心
地
代
的
構
築
二
一
九
一
只
以
ト
、
一
す
二
ヘ
ph’
一
致
H
H
で
苦
房
、
一
九
八
九
Q
J
は
、
一
一
司
ヨ
ク
正
札
円

以
前
に
怖
結
予
わ
た
民
間
条
約
一
ヤ
い
七
、
何
百
を
か
ベ
々
が
、
一
ヨ
ク
心
不
公
釣
締
結
以
降
一
一
効
ん
香
川
た
一
回
同
条
“
い
こ
の
使
元
同

庁
仏
、
比
一
一
直
司
条
約
の
群
釈

b
k
っ
と
定
ま
る
と
い
〕
d
M
U
t
山浦山手？

1
H
本
一
し
お
け
る
外
同
沖
裁
判
断
力
承
守
机
打
一
松
浦
和
骨
9

4

向
山
本
口
充
雨
明

『夜
r

代
仰
裁
法
的
論
』
四
ひ
一
只
N
M
ト
同
一
一
凶
一
一
H
Z
H斐
問
、
一
九
九
八
J

丁
、
も

h
r…

一
昨
～
珂
リ
山
中
坦
一
川
町
田
沖
裁
判
制
円
本
誌
及
刊
i
r

執
行
に
臥
す
る
条
約
ド
っ
し
て
（
上
品
下
、
一
」
シ
ム
バ
ー
ス
ト
一
月
一
八
丘
以
十
、
一
一
一
一

守
山
一
民
以

F
、
山
九
十
恒
一
九
、
年
」
ー
刀
、
一
一
一
コ
ヲ
ク
会
社
を
基
準
？
」
す
る
与
、

t
h
の
u

k

h

いねけ守
U

信
長
ど
と
U
E
R

わ
れ
る
最
近

で
は
、
J

川J
体
秀
フ
白
吋
卜

I
i
「
国
一
際
民
事
訴
リ
じ
よ
山
』
一
一
川
口
H

（
弘
す
よ
豆
、
一
ロ
コ
九
年
）
は
、
ニ
ェ

1
3
i
ク
長
約
ば

l

氾
の
坤
除
条
約

い
か
よ
り
緩
い
吏
作
在
宅
め
て

u
tい
カ
ド
2

り
濠
止
し
て
適
用
己
れ
る
」
と
す
る
ト
こ
れ
に
対
し
て
、
打
「
謙
「
通
商
抗
出
品
f

引
に
お
4
け
る
仲
裁

杭
訓
急
頂
に
コ
L
て
」
凡
孜
小
口
調
査
丹
市
〈
c
こ
ア
ゾ
ム
0

宍

U

一七
ι

一
司
口
下
、
斗
六
一
一
生
一
片
ベ
ブ
ハ

I
）
は
、
円
H
論
文
と
何
時

間
に
d
か
れ
ん
－
文
珠
で
あ
L
が
、
一
ゴ
ケ
条
約
す
〕
弘
、
て
引
を
ね
山
知
ぃ
、
通
凶
条
約
の
規
定
が
慌
た

1
乙
、
い
～
ノ

一
日
刊
タ
ー
一
一
九
号

H
f
一員。

一円
J

小
品
武
士
R
n
m
v政
J
M
P

四
一
一
回
刊
一
一
五
同
一
有
林
4
R
院
、
一
（
川
、
り
ひ
午
土
は
、
ニ
の
よ
う
な
ニ
！
一

1
コ
l
y長
約
か
ら
の
ア
ブ
ロ

1
4

を
批
判
し
な
が
て
同
長
約
仁
条
頃
の
段
段
門
刊
壮
一
絞
述

A
T
根
拠
仁
、
当
事
巳
1
1
一一ー

J

庁
長
約
ま
た
は
一
回
開
条
約
者
舟
摂
で
き

る
と
い
っ
斗
長
者
J
V

選
収
培
、
か
あ
る
」
い
つ
結
論
は
そ
わ
混
り
だ
が
、
条
約
間
約
憶
に
限
昨
i

仁
J

I

V

E

は
岳
才
、
い
丘
川

｛
げ
「
品
一
桑
前
回
鳴
門
辻
？
と

L

ハ
レ
し
一
J

八
円
お
よ
び
吋

h02
一
レ
い
つ
十
ぃ
一
同
（
が
代
主
的
見
祈
で
あ
る
υ

一
日
反
吋
に
、
山
本
初
閉
山
川
士
「
A
D
E沖
m
u
R
J
H
一一一
h
七
－
一
（
口
木
汗
論
社
、
一

f
v
O
八
一
正
〆
は
、
は
前
主
前
知
己
目
、
一
と
司
様
に
、

条
約

t
長
一
虫
の
町
一
向
択
の
み
か
J

「
一
国
間
条
約
引
に
宮
先
A
T
認
め
る
べ
き
」
と
土
張
す
仰
い
が
、
取
訂
t
v
I
一
同
開
条
約
が
濠

t
ー：

h

旬
、
ん
と
う
が

巴
同
条
約
の
前
萩
5

よ
る
と
い
つ
べ
き
ご
あ
ノ
ー

一
一
コ
ヲ
ク
長
蛇
ぷ
争
く
の

lo; ，よ

宵
い
制
久
世
む
の
解
択
に
は
、
条
約
渋
い
骨
川
L
9
る
ウ
f

ン
条
約
一
二
九
八
年
一

京
一
任
リ
、
年
条
約
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六
せ
一
の
旭
沼
は
と
し
一
ヴ
f
T

／
条
約
阿
走
怠
問
）
へ
し
か
し
、
解
釈
仁
同
ず
る
一
般
的
丘
町
別
手
定
め
る
↓
二
条
お
よ
♂
解
釈
の
靖
E
Z

な
子
立
ド
ド
持

170一
一
条
は
宝
際
慣
ω
d
法
f
J一
典
化
ー
に
ト
γ一
も
の
一
J
E
E
一
〉
点
、
泊
三
五
5
7
干
足
芸
v
『
門

H
F吉
一
ヨ
培
、
f
z
w
m
－
R
F
E
u
d

一

2
3
主
一
L
一
、
ν
て
、
人
t
v
J
4
L
i
で
き
る
一
一
朱
一
反
は
「
条
約
は
、
士
駅
に
よ
り
ー
刀
1
↑
き
り
忍
行
及
川4

目
的
｛
即
日
ト
：
：
h
』
7
Z
L
れ
い
合
川
弓
悶

の
迫
常
の
き
昧
に
刊
に
い
、
誠
実
に
停
釈

J
4心
ま
の
と
す
る
戸
！
こ
現
疋
3
句
。
じ
ー
や
誌
記
河
打
か
什
に
く
い
が
、
J

央
部
江
主
は
次
の
よ
、
q

で
あ

る
｝
一
一
〆
口
E
q
h
r
h
乙
二
百
戸
日
日
宮
内
門
会
片
岡
口
が
ん
の
さ
円
二
E
F
E
R
E
U
］
言
。
行
者
込
町
佐
ゆ
っ
旦
E
P弓
E
E
E
口
氏
ざ
ゲ
。
究
開
2
ロ
ざ
告
の
B
R
E
n
A
V
ご
町
の

け
σμ
グ＼同岡阿川rplM2VMH花岡け符ロム止凶ロヰピFirm一「什
C
』同什rcEPA
－2戸ハ｝℃ロトで会問仙台マ

一
時
一

zt前山
河
戸
h
Q
5

）
一
ー
じ
、
〉
買
い
式
会
招

3

一円
J

内
問
主
誌
持
洋
二
jb
二
七
ひ
頁
参
院
一

一
陀
～
迫
珂
内
－
汁
人
一
ハ
ワ
イ
州
と
な
さ
九
九
一
沖
北
川
寸
断
の
羽
ノ
行
」
ジ
ム
リ
ス
ト
九
九
ヘ
J
H
f
高
志
叫
川
内
配
光
J
J
J
ハ
京
以
！
、
L
八
一
長
二
九

九
亡
ま
は
、
足
認
一
叫
行
要
件
の
寛
取
で
優
生
町
付
J
t
lい
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d
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仁
紹
斗
J
L
h
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検
問
地
刊
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述
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仁

一
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｛
ン
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約
法
条
約
一
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唱
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よ
び
一
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i
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民
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ぺトュ〈問、何〈かい同一一一

一
川
ゴ
〉
一
一
v
d
t
斗
』
一
2
5
2
L
q
コ
ヱ
1
初
寸
？
二
子
三
出
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w
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ど
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、
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w
u
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円
、
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約
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叱
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て
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仏
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刑
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佐
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叫
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司
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司
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約
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条
約
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刀
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条
約
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約
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叫
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－
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叫
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－
叫
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仁
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前
川
行
法
へ
で
山
花
覧
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ハ
H
版
）
お
白
川
び
外
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一
川
内
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掲
件

8
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一
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有
巨
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戸
一
亡
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凶
向
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ら
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け
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約

T
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検
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月
六
円
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日
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国
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通
商
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↓
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仁
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古
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梓
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司
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］
昭
和
↓
1
八
守
一
（
い
十
月
八
「
品
約

t
号、

R
T
一
心

月
一
O
U
J
d
ル効。

一
泊
乾
巳
法
人
z
b
u
l仏
仏
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す
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ず
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仏
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